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＜また、以下についても同時申入れ＞
　　● 現行の支払い条件などを以下の通り改善すること。
　　　  ①「成績率」の適用については、実施しないこと。

　　　  ② 満５５歳以上の社員については、満５５歳に達する日の属する月の末日における

　　　  　 基準内賃金の３．６ヵ月分を、満５７歳以上の社員については満５７歳に達する日

　　　  　 の属する月の末日における基準内賃金の３．６ヵ月分を支払うこと。

　　● グリーンスタッフ社員については、社員に準じた取扱いを行うこと。

　　● エルダー社員の精勤手当については、
　　　　　　　　　　　　基準定額単価をそれぞれ 5,000 円引き上げること。


